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相談支援専門員
配置要件更新

引き続き相談支援専門
員として配置可

相談支援専門員としての配置要件

相談支援専門員の研修制度の見直しについて

実務経験要件 研修修了要件

初任者研修(31.5h)

５年毎に現任研修を修了

相談支援従事者現任研(18h)

研修修了要件

初任者研修(42.5h)
【カリキュラム改定】

専門コース別研修 （任意研修）

専門コース別研修（任意研修）
※今後カリキュラム改定や一部必須化及び主任研修受講の要件化について検討

旧

相談支援専門員
として配置可

実務経験要件

改定後

主任相談支援専門員研修(30h)
【研修創設】

主任相談支援専門員
として配置可

５年毎に現任研修を修了
【現任研修受講に係る
実務経験要件を新設※１】

相談支援従事者現任研修
【カリキュラム改定(24h) 】

○ 意思決定支援への配慮、高齢障害者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障害福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の高い
ケアマネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、カリキュラムの内容を現行より
充実させる改定を行う。

○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修の受講にあたり、相談支援
に関する一定の実務経験の要件(※１)を追加。（※経過措置：旧カリキュラム修了者の初回の受講時は従前の例による。）

○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリ
アパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって⾧期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設。

相談支援専門員
として配置可

相談支援専門員
としての

配置要件更新

※１現任研修受講に係る実務経験要件
①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある。
②現に相談支援業務に従事している。

ただし、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、必ず①の要件を
満たす必要がある。

３年以上の実務経験

※主任研修を修了した場合、
現任研修を修了したものとみなす。

令和元年７月２９日以前に公開した資料から改訂を行っています。
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初任者研修（見直し後） 時間数

講義

障害児者の地域支援と相談支援従事者（サービス管理責任
者・児童発達支援管理責任者）の役割に関する講義 5.0h

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセス
に関する講義

3.0h

相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義 3.0h

講義及
び演習 ケアマネジメントプロセスに関する講義及び演習 31.5h

実習 相談支援の基礎技術に関する実習 −

合計 42.5h

現任研修（見直し後） 時間数

講義

障害福祉の動向に関する講義 1.5h

相談支援の基本姿勢及びケアマネジメントの展開に関する
講義 3.0h

人材育成の手法に関する講義 1.5h

講義及
び演習 相談支援に関する講義及び演習 18.0h

合計 24.0h

相談支援専門員研修の告示別表

初任者研修（現行） 時間数

講義

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律及び児童福祉法の
概要並びに相談支援従事者の役割に関す
る講義

6.5h

ケアマネジメントの手法に関する講義 8h

地域支援に関する講義 6h

演習 ケアマネジメントプロセスに関する演習 11h

合計 31.5h

現任研修（現行） 時間数

講義

障害福祉の動向に関する講義
2h

地域生活支援事業に関する講義

相談支援の基本姿勢及びケアマネジメント
の展開に関する講義 2h

協議会に関する講義 2h

演習 ケアマネジメントに関する演習 12h

合計 18h

主任相談支援専門員研修 時間数

講義
障害福祉の動向及び主任相談支援専門員の役割と視点に関
する講義

3.0h

運営管理に関する講義 3.0h

講義及
び演習

相談支援従事者の人材育成に関する講義及び演習 13.0h

地域援助技術に関する講義及び演習 11.0h

合計 30.0h

新 設
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初任者研修の構造

講義

演習１

・必要な学びの構造や内容を提示。
・動機づけを高める(ミッション!)。
・具体的な中味を知る、やってみせる。

実習１

演習2-1

演習３

演習４

・自分で体験してみる(試してみる)。
・自ら主体的に参加して学ぶ。
・統制された環境でモデルを学ぶ。

・自分で実地で体験してみる。
・実地の複雑性の中で実践的に学ぶ。

・自らの実践を言語化し、表現する。
・多様な視点で検討し、気づきを持つ。

・これまで学んだことの定着を図る。
・多様な視点で検討し、気づきを持つ。

・研修の振り返り(省察)を行い、今後の
実践への指針を得る。

・抽象から具体へ
・理論から実践へ
・単純から複雑へ

活性化
例示

統合

提示

応用
実験

経験

概念化

実習２
・演習2-1での気づきを元にさらに実地で
の体験を深める。

・実地の複雑性の中で実践的に学ぶ。

省察

統合
経験

演習2-2 ・自らの実践を言語化し、表現する。
・多様な視点で検討し、気づきを持つ。

省察

省察

現場に戻ってからも続けて
ほしい、スーパービジョン
やケースレビューの体験を

通して学ぶ。

平成30年度
障害者総合福祉推進事業における
モデル研修での研修ガイダンス資料例

（一部改変）
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令和３年度山形県障がい者相談支援従事者研修
初任者研修（演習）の流れ
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令和３年度山形県障がい者相談支援従事者研修
初任者研修（演習）の流れ
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令和３年度山形県障がい者相談支援従事者研修
初任者研修（演習）の流れ
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演習3日目を終えて
①～⑦に
追記・修正したもの
+

⑧も使用
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今後とも、引き続きご協力をお願いします。
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